
 

船舶インシデント調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和５年２月２７日 １６時３０分ごろ 

発生場所 静岡県西伊豆町田子漁港西南西方沖 

 田子港東防波堤灯台から真方位２５２°４９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４８.２′ 東経１３８°４５.３′） 

インシデントの概要  漁船衛
えい

功
こう

丸は、航行中、船外機の運転ができなくなり、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 令和５年４月１２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 衛功丸、０.２トン 

ＳＯ３－２３１５３（漁船登録番号）、個人所有 

ガソリン機関、船外機、出力３０kＷ、使用燃料ガソリン、平成７

年９月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２m/s、視界 良好  

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、操業を終え、田子漁港西南西方沖

を北北東進中、船外機が停止した。 

 本船は、船長が船外機の始動を試みたが始動できず、運航不能とな

った。 

 船長は、携帯電話を携行することを失念していたので連絡を取るこ

とができなかった。 

 船長が所属する漁業協同組合担当者は、本船の帰港が遅いので僚船

及びダイビングショップの船舶に捜索を依頼し、同ショップの船舶が

本船を発見してえい
．．
航し、船長と共に田子漁港に帰航した。 

 修理業者は、本インシデント後に船外機を点検したところ、燃料油

フィルタに砂等が詰まり、船外機に燃料油が供給されない状態であっ

た。 

 船長は、本インシデントの約２年前に燃料油フィルタを交換後、点

検整備をしておらず、同フィルタに砂等が詰まっていると思わなかっ

た。 

 本船は、本インシデント発生時、燃料油タンク（容量約１０ℓ）に

は約５ℓの燃料油が入っていた。 

分析  本船は、燃料油フィルタの点検を約２年間行っていない中、航行



 

中、燃料油フィルタに砂等が詰まったことから、船外機に燃料油が供

給されない状態となり、船外機の運転ができなくなって運航不能とな

ったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、燃料油フィルタの点検を約２年間行っ

ていない中、航行中、燃料油フィルタに砂等が詰まったため、船外機

に燃料油が供給されない状態となり、船外機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、定期的に燃料油フィルタを点検及び清掃すること。 

 ・船長は、操業などに出る場合、携帯電話を常に携行し、緊急時の

連絡手段を確保しておくこと。 
 
 


